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中国人強制連行日西松安野和解 10周年

あらためて歴史問題の和解を考える
2019年 10月 19日 (土)14:00～ 17:00
広島弁護士会館 2階大会議室 (広島市中区上ノヽ丁堀2-73)

500円

広島安野・中国人被害者を追悼し歴史事実を継承する会

アジア・太平洋戦争の末期、労働力不足を補うために、東条英機内閣が閣議決定して、中国から

約 4万人の中国人を強制連行し、全国 135か所の事業場で重労働に従事させました。その結果、約

7,000人が日本で命を落としました。生き残つた中国人は、日本敗戦後、何の補償も受けることな

く集団で帰国しました。広島では、西松組 (現在の西松建設)が 360人 を安野発電所の建設工事に

従事させ、29人が死亡 (う ち 5人は原爆死)し、331人が帰国しました。

1980年 代末から中国人被害者の声が日本社会に届くようになり、各地の市民が訪中して当事者か

ら話を聞き、実態を解明してきました。中国人被害者は日本の市民運動の支援を受けて、日本政府

や企業を相手に、全国で 15件の裁判を闘いました。しかし2007年の最高裁の不当判決により、日

本の裁判を通して問題を解決する道が閉ざされました。その間に、日中共同の粘り強い運動により、

鹿島花岡、西松安野、西松信濃川、三菱マテリアル 12事業場の和解が実現しています。

本年は、中国人強制連行・西松安野和解の成立から10周 年になります。この節目にあたり、中国

から遺族・許立成さんと肖翠青さんをお招きし、あらためて歴史問題の和解による解決について考

える集会を開催 します。ら、るってご参加ください。
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「安野中国人受難之碑」除幕式に参加した 5人の生存者 (2010年 10月 23日 、広島県安芸太田町坪野)



あらためて歴史問題の和解を考える
プログラム

<報告1>内田 雅敏
(弁護士、元・西松安野友好基金運営委員会委員長)

「中国人強制連行問題と和解による解決」

歴史問題を解決することは容易ではない。その中で、中国

人強制連行・強制労働問題については、和解という形で解決

の道筋が追求され実績が積み重ね られてきた。企業と中国人

被害者の間の和解は、交渉や裁判などの長い過程を経て成立

したものである。だが「和解」は和解の成立によって終わる

のではなく、和解事業の遂行を通 じて、はじめて豊かになっ

てゆくものである。

鹿島花岡、西松安野、三菱マテリアル和解に関与 してきた

立場から、どのようにして和解の道筋が整えられてきたのか、

和解を果たすためにどのような点が重要であり、どこに意義

があるのかについて具体的に報告する。

<発言1>許 立成

「遺族として」

父・許洪奎は山東省出身で 1920年生まれ、1976年 に死去し

た。1944年に国民党軍の兵士として日本軍と戦闘して捕虜に

なり新華院収容所へ。安野発電所に強制連行されて香草で ト

ンネル掘 りに従事させられ、左足を悪くした。帰国後、悪化

した左足を切断した。

許立成は、「日本は中国を侵略し、無数の家庭にさまざまな

災難をもたらした。わが家もその一つである。個人の苦 しみ

と家庭の困難は、長く病気を患った父の気持ちをずつと重 く

した」と述べている。父の体験や遺族としての思いを語る。

<報告3>外村 大

(東京大学大学院教授)

「歴史問題の和解の可能性と困難」

現代日本では、アジアのほかの民族への加害の歴史は、い

まや教育現場やマスコミでも取 り上げられにくい話題とな

り、あるいは「終わつたこと (に もかかわらず、諸外国から

あれこれ言われるのはうんざり)」 という雰囲気すらある。し

か し、戦後直後から謝罪、贖罪のための個々人、市民運動団

体の取り組みは行われて来たし、成果を得てきたこともある。

その活動の歩みと日本社会の変化を検討 したうえで、現在の

状況の中で、「歴史問題の和解」のために何が必要なのか、ど

のような展望があるのかについて報告する。

中国人強制連行・西松安野和解 10周年

<報告2>川原 洋子

(広島安野・中国人被害者を追悼し歴史事実を継承する会事務局働

「広島での取組みから振り返る和解の意義」

1993年 に中国人被害者が西松建設に対 し三項目要求 (謝罪、

補償、記念館・記念碑建立)を提出して補償交渉を開始 した。

その後、裁判を経て、2009年 10月 に西松建設との間で和解が

成立 した。

西松安野友好基金が設立され、和解事業として被害者調査、

補償金支給、記念碑建立、強制労働の現地を訪ねる訪日活動、

和解事業報告書の発行、天津追悼活動などが行なわれた。

8年間にわたり取り組まれた和解事業を、映像を活用 しなが

ら具体的に振り返り、「和解」の可能性について報告する。

<発言2>肖 翠青

「天津追悼活動に参加して」

祖父・肖吉作は山東省出身で 1921年生まれ、2007年 に死去

した。1944年 、農民だったが、八路軍の疑いをかけられて路

上で日本兵に捕まえられて新華院収容所へ。家族は土地を全

部売つてお金を作り、釈放 してもらおうとしたができなかつ

た。婚約者がいたが、日本人に捕まえられたことを知 り、他

家へ嫁いだ。安野発電所に強制連行されて香草で トンネル掘

りや雑役に従事させられた。

肖翠青は、2017年 に天津で開催された追悼活動に参加 した。

祖父の体験や和解への思いについて語る。

【連絡先】広島安野・中国人被害者を追悼し歴史事実を継承する会事務局
電話 :080-3880-8340/Eメ ール :ykkwhr@pony_ocn ne」 p
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